
  

食
品
衛
生
検
査

所 

⑴ 

と
畜
検
査
業
務
及
び
食
鳥
検
査
業
務
に
直 

 

接
従
事
す
る
こ
と
を
本
務
と
す
る
獣
医
師

 

 

⑵
に
掲
げ
る
者
を
除

) 

⑵ 

獣
医
師

び
課
主
幹
に
限 

 
 

 
 

 

一 二 

給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

 
令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

                     
 

 
 

 
 
 

 
 

 

奈
良
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

森 
 

宏 

之 

奈
良
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号 

 
 

給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則

六
年
三
月
奈
良
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
一

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正

   

別
表
第
一
食
品
衛
生
検
査
所
の
項
を
削

同
表
福
祉
医
療
部
医
療
政
策
局
地
域
医
療
連
携
課
医
師

・
看
護
師
確
保
対
策
室
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

  
  

 

附 

則 

こ
の
規
則

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

 

る
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